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○東串良町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる

行為の被害者等に対する住民基本台帳事務に係る支援措置に関する規程 

令和４年12月16日東串良町訓令第８号 

東串良町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる

行為の被害者等に対する住民基本台帳事務に係る支援措置に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第

31号。以下「配偶者暴力防止法」という。）第１条第２項に規定する被害者、ストーカー行為等

の規制等に関する法律（平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。）第６条に規

定するストーカー行為等の被害者、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下

「児童虐待防止法」という。）第２条に規定する児童虐待の被害者及びこれらに準ずる行為の被

害者等の保護を図る観点から、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。）

に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写し等の交

付に係る町の支援措置について、必要な事項を定めるものとする。 

（支援の対象者） 

第２条 被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者（以下「支援措置対象者」という。）

は、東串良町の住民基本台帳に記載されている者又は東串良町に本籍を有する者であって、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 配偶者暴力防止法第１条第２項に規定する被害者であって、保護を求める旨の申出をした

ものであり、かつ、警察署等が支援の必要性があると認めるもの。 

(２) ストーカー規制法第６条に規定するストーカー行為等の被害者であって、援助を求める旨

の申出をしたものであり、かつ、警察署等が支援の必要性があると認めるもの。 

(３) 児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であって、援助を求

める旨の申出をしたものであり、かつ、児童相談所等の相談機関等が支援の必要性があると認

めるもの。 

(４) その他、前３号に掲げるもののほか、それらに準ずる被害を受けている者であって、支援

措置を受けることが適当であると町長が認めるもの。 

２ 町長は、支援措置対象者と同一の住所又は本籍を有する者について、併せて支援措置を実施す

ることが必要であると認めるときは、その者もこの規程における支援措置対象者とする。 

（支援の申出等） 
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第３条 支援措置を受けようとする者は、住民基本台帳事務に係る支援措置申出書（様式第１号。

以下「申出書」という。）を町長に提出するものとする。 

２ 町長は、申出書が提出されたときは、運転免許証、旅券等の官公署が発行する身分証明書（本

人の写真が貼られているものに限る。）又は町長が適当と認める書類の提示を求め、支援措置対

象者本人による申出であることを確認するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長が認める場合は、代理人による支援措置の申出を認めるもの

とする。この場合において、町長は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する

書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認できる書類の提示を求めるとともに、前項に準

じて代理人本人であることを確認するものとする。 

４ 前条第１項第３号及びこれに準ずる者として同項第４号に規定する支援措置対象者については、

児童相談所長又は支援措置対象者の監護等に当たる児童福祉施設の長、里親若しくは小規模住居

型児童養育事業を行う者等を代理人として取り扱うことができるものとする。この場合において、

当該代理人は、当該支援措置対象者の監護等をしている事実及び代理人本人であることを確認で

きる書類を提示しなければならない。 

５ 町長は、第１項の申出書を受けた場合において、前条の規定に該当することを確認したときは、

住民基本台帳事務に係る支援措置決定通知書（様式第２号）により当該申出者に通知し、支援を

行うものとする。この場合における確認は、必要に応じ、警察署、配偶者暴力相談支援センター、

児童相談所等の意見を聴取する等の方法により行うことができるものとする。 

６ 町長は、前条の規定により支援措置を実施することの必要性が確認できなかったときは、当該

申出者に対して速やかに支援措置却下通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

７ 町長は、支援措置対象者が他の市区町村に対して、併せて支援措置を実施することを求める場

合には、申出書の写しを次に掲げる市区町村等に転送することができる。 

(１) 前住所地 

(２) 本籍地 

(３) 前本籍地 

(４) 固定資産所在市区町村等 

８ 町長は、他の市区町村から転送された同様の申出書の写し等において、支援措置の必要性があ

ることを確認したときは、当該写し等をもって支援を行うことができる。 

（支援の内容） 

第４条 前条の規定により支援を行うこととされた者（以下「支援者」という。）に行う支援の内
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容は、次に掲げるものとする。 

(１) 住基法第11条の２に規定する住民基本台帳の一部の写し（以下「閲覧リスト」という。）

に関して、支援措置対象者の、申出の相手となる者（以下「相手方」という。）から支援者に

関する事項について閲覧申出があった場合の当該申出の拒否 

(２) 支援者の住基法第12条第１項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、住

基法第15条の４第１項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、住基法第20条第１

項に規定する戸籍の附票の写し又は住基法第21条の３第１項の規定する戸籍の附票の除票の写

し（以下「住民票の写し等」という。）の交付の請求を受けた場合の当該請求をした者への口

頭による必要な質問、関係文書の提示要請等の方法による請求事由の厳格な審査 

(３) 相手方から支援者の住民票の写し等の請求をされた場合の住基法第12条第６項（住基法第

15条の４第５項、第20条第５項及び第21号の３第５項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく当該請求の拒否 

（支援の期間） 

第５条 支援者への支援措置の期間は、第３条第５項又は第７項の規定による確認をした日から起

算して１年とする。 

２ 町長は、支援措置の期間終了の１か月前から、当該措置の延長の申出を受けるものとし、申出

書による申出があった場合には、当該措置の終了の日から１年を超えない範囲で当該期間を延長

することができる。 

（支援の中止等） 

第６条 町長は、支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条に規定する支援措置を中

止するものとする。 

(１) 支援者又は代理人（第３条第３項及び第４項に規定する代理人をいう。次項において同じ。）

が住民基本台帳事務に係る支援措置解除届（様式第４号）を町長に提出したとき。 

(２) 前条第１項に規定する支援措置の期間を経過し、かつ、延長の申出がなされなかったとき。 

(３) その他町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により支援措置を中止したときは、その旨を住民基本台帳事務に係る支援

措置終了通知書（様式第５号）により、支援者又は代理人に通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により支援措置を中止したときは、第３条第６項に規定する他の市区町

村にその旨の連絡をする。 

（協議事項） 
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第７条 この規程に定めのない事項については、関係者が協議して定めるものとする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和５年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の日前にドメスティック・バイオレンス及びストーカー被害者等に対する住民

基本台帳事務に係る支援に関する事務取扱規程により支援対象者として支援を受けている者につ

いては、この規程による支援者とみなす。ただし、この場合の支援期間については、第５条の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

（東串良町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民票の

写し等の交付に係る事務取扱規程の廃止） 

３ 東串良町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民票の

写し等の交付に係る事務取扱規程（平成21年11月12日東串良町訓令第７号）は、廃止する。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 

 


